
校長発信 ２０２３．４．２５ NO.２ 

「輝け！曲中」と題していますので、生徒の頑張りを中心に紹介していくのですが、生

徒の頑張りを支える教職員の頑張りにも時々触れていきたいと考えています。 

「働き方改革」ということが、世間でよく言われますが、学校現場でも重要なテーマで

す。時間的なゆとりを生み出しながら、教職員の精神的なゆとりにつなげ、そのことから、

より充実した教育活動につなげていくことが大切です。 

 本校の教職員の勤務は、次のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教職員の勤務は１日、７時間４５分です。教員の場合、それ以上働いても、残業手当

はありません。これは、「教員の勤務態様の特殊性を踏まえ、時間外勤務手当を支

給しないこととし、その代わりに、給料月額の４％に相当する教職調整額を支

給することにしたこと」によります（昭和４７年制定の給特法による）。 

 こういう事情も知っていただきながら、これからも本校の教職員を、心の中でちょっと応援

していただけたらうれしいです。 

 よろしくお願いします。 

勤務時間は、8：05～16：35 ⇒ ７時間４５分 

８：０５             １５：４０   １６：２５ １６：３５       １８：００ 

 

 

 

 

※部活動が活発化する時間は、本来退勤時間後です 

勤務時間         勤務時間 休憩  

誰も休憩して（できて）いません 部活動 


